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ツール作成
・「都市の⽊造化推進法」に基づき設定された各⾃治体の⽊材利⽤の⽅針を
⽐較
・「流域産材」をアピールする資料の作成

「流域産材」の活⽤を提唱・PR
・各⾃治体に「流域産材」の活⽤を促進する場を設ける
・⽊づかいミーティングの開催

⾃治体ごとの窓⼝の把握・関係の構築
・各⾃治体の担当者の名簿を整理
・担当者と連携して関係の構築

○⽊づかいガイドラインの今後の⽅針ついて
⽮作川流域は3県をまたぐ流域であるため県産材の枠組みを超えた「流域産材」の利⽤を呼び掛けて
いきたい。第15期（来期）は「流域産材」の活⽤事例や活⽤⽅法をまとめた資料を作成し、各⾃
治体に「流域産材」の活⽤を促進することを⽬標とする。
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【第15期の活動⽬標】
５．第15期の全体会議の活動⽬標 （1）-2 ⼭部会

今後同時に
進行していく

10月ごろを目標に開催
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市町村名
市町村
産材

県産材 地域材 流域材 国産材 水源材
輸入
木材

その他 重要な記載

みよし市 ◎ 〇 ◎
・国産材
・特に地域材（県内又は市の水源地域で伐採された木材

安城市 ◎ ◎ ◎
・長野県下伊那郡根羽村産材
・その他自治体間交流を行っている地域産材および県産材

岡崎市 ◎ 〇1 〇2 〇3
・市産材
・市産材の入手が困難な場合は、県産材・国産材・輸入
　木材の順位で使う

刈谷市 ◎ ・県産木材（詳しい記載はなし）
恵那市 ◎ ・岐阜県産木材

新城市 ◎ 〇1 〇2
・原則県産材を使用、木材の産地による特徴や性質の違いを
　考慮した地域材、県産材の使用が困難な場合における国産材
・1.県産材2.地域材3.国産材

瑞浪市 ◎ ・岐阜県産木材
西尾市 ◎ ◎ ◎ ・県産木材、地域材（近隣県で生産された木材）、国産材

設楽町 ◎ ◎ ◎ 〇
・地域材（設楽町産材）県産木材
・入手が困難な場合、国産材

知立市 ◎ ◎ 〇 ◎
・積極的に国産材を利用
・特に地域材（県内または市の水源地域で伐採された木材）
　を優先

半田市 ◎ 〇 〇 ◎
・原則、国産材を利用
・地域材（県内または市の水源地域で伐採された木材）を
　優先するが、特に県産木材を優先

武豊町 ◎ ◎ 〇 ◎
・原則、国産材を利用
・特に地域材（県内または市の水源地域で伐採された木材）
　を優先

碧南市 ◎ ・県産木材（詳しい記載はなし）

豊田市 ◎ 〇2 〇1 〇3
・原則、豊田市産材
・流域産材、県産材、国産材の順位で利用

高浜市 ・記載なし

幸田町 ◎ 〇
・原則、国産材
・特に県産材が利用できる場合は優先

根羽村 ◎ ・原則、村産材
平谷村 ◎ ・県産材の使用に努める

※○1>○2>○3の順に優先順位が高い
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